
第 108 期  決算公告 

 平成 22 年６月 23 日                        山形県鶴岡市本町一丁目９番７号 
                                   株式会社 荘 内 銀 行 

                                    取締役頭取 國井 英夫  

貸借対照表（平成 22 年３月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 23,376 預 金 864,233 

現 金 18,405 当 座 預 金 12,653 

預 け 金 4,971 普 通 預 金 304,586 

コ ー ル ロ ー ン 22,000 貯 蓄 預 金 8,421 

買 入 金 銭 債 権 1,007 通 知 預 金 10,493 

商 品 有 価 証 券 72 定 期 預 金 512,571 

商 品 国 債 7 定 期 積 金 6,410 

商 品 地 方 債 64 そ の 他 の 預 金 9,095 

金 銭 の 信 託 1,000 譲 渡 性 預 金 22,190 

有 価 証 券 203,205 コ ー ル マ ネ ー 5,402 

国 債 74,292 借 用 金 42,500 

地 方 債 45,769 借 入 金 42,500 

社 債 20,864 外 国 為 替 0 

株 式 19,945 売 渡 外 国 為 替 0 

そ の 他 の 証 券 42,333 社 債 9,500 

貸 出 金 720,979 そ の 他 負 債 8,138 

割 引 手 形 2,767 未 決 済 為 替 借 85 

手 形 貸 付 31,397 未 払 法 人 税 等 168 

証 書 貸 付 622,936 未 払 費 用 1,564 

当 座 貸 越 63,878 前 受 収 益 457 

外 国 為 替 1,035 従 業 員 預 り 金 231 

外 国 他 店 預 け 1,027 給 付 補 て ん 備 金 8 

買 入 外 国 為 替 0 金 融 派 生 商 品 83 

取 立 外 国 為 替 7 リ ー ス 債 務 292 

そ の 他 資 産 3,634 そ の 他 の 負 債 5,247 

未 決 済 為 替 貸 65 退 職 給 付 引 当 金 1,078 

前 払 費 用 55 睡 眠預金払戻損失引当金 67 

未 収 収 益 1,394 偶 発 損 失 引 当 金 19 

金 融 派 生 商 品 68 再評価に係る繰延税金負債 764 

そ の 他 の 資 産 2,050 支 払 承 諾 6,331 

有 形 固 定 資 産 12,639 負債の部合計 960,226 

建 物 5,367 （純資産の部）  

土 地 6,439 資 本 金 7,000 

リ ー ス 資 産 284 資 本 剰 余 金 18,808 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 548 資 本 準 備 金 7,000 

無 形 固 定 資 産 866 そ の 他 資 本 剰 余 金 11,808 

ソ フ ト ウ ェ ア 797 利 益 剰 余 金 11,167 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 68 そ の 他 利 益 剰 余 金 11,167 

繰 延 税 金 資 産 7,290 別 途 積 立 金 5,000 

支 払 承 諾 見 返 6,331 繰 越 利 益 剰 余 金 6,167 

貸 倒 引 当 金 △ 7,808 株 主 資 本 合 計 36,976 

  その他有価証券評価差額金 △ 2,581 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 18 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,027 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ 1,572 

  純資産の部合計 35,403 

資産の部合計 995,630 負債及び純資産の部合計 995,630 



損益計算書 
平成 21 年４月 １日から 

平成 22 年３月 31 日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

経 常 収 益  22,347 

資 金 運 用 収 益 16,899  

貸 出 金 利 息 15,222  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,640  

コ ー ル ロ ー ン 利 息 14  

預 け 金 利 息 0  

そ の 他 の 受 入 利 息 21  

役 務 取 引 等 収 益 3,767  

受 入 為 替 手 数 料 889  

そ の 他 の 役 務 収 益 2,878  

そ の 他 業 務 収 益 755  

外 国 為 替 売 買 益 38  

商 品 有 価 証 券 売 買 益 3  

国 債 等 債 券 売 却 益 452  

金 融 派 生 商 品 収 益 261  

そ の 他 の 業 務 収 益 0  

そ の 他 経 常 収 益 925  

株 式 等 売 却 益 767  

金 銭 の 信 託 運 用 益 4  

そ の 他 の 経 常 収 益 153  

経 常 費 用  20,523 

資 金 調 達 費 用 2,541  

預 金 利 息 2,095  

譲 渡 性 預 金 利 息 128  

コ ー ル マ ネ ー 利 息 3  

借 用 金 利 息 147  

社 債 利 息 145  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 8  

そ の 他 の 支 払 利 息 12  

役 務 取 引 等 費 用 2,030  

支 払 為 替 手 数 料 177  

そ の 他 の 役 務 費 用 1,852  

そ の 他 業 務 費 用 189  

国 債 等 債 券 売 却 損 75  

国 債 等 債 券 償 還 損 114  

営 業 経 費 13,673  

そ の 他 経 常 費 用 2,089  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,209  

貸 出 金 償 却 0  

株 式 等 売 却 損 168  

株 式 等 償 却 53  

そ の 他 の 経 常 費 用 656  

経 常 利 益  1,823 

 



（単位：百万円） 

科     目 金     額 

特 別 利 益  15 

固 定 資 産 処 分 益 0  

償 却 債 権 取 立 益 8  

そ の 他 の 特 別 利 益 6  

特 別 損 失  142 

固 定 資 産 処 分 損 89  

減 損 損 失 52  

税 引 前 当 期 純 利 益  1,697 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 42  

法 人 税 等 調 整 額 676  

法 人 税 等 合 計  718 

当 期 純 利 益  978 



個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び

関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等

に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法による算定）、ただし株式については期末日前１カ月の市場価格の平均に

基づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま

す。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法に

より行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）

を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   ７年～50 年 

その他   ５年～20 年 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては行内における利用可能期間

（５年）に基づいて償却しております。 

(3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法

によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ

以外のものは零としております。 

５．繰延資産の処理方法 

 株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行

等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、

過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当す

る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認め

る額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で資産

査定部署より独立した資産監査部署で監査を行い、その査定結果により上記の引当を行っております。 

(2）投資損失引当金 

 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額

を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。 



過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15 年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

   (会計基準変更時差異の償却期間) 

 なお、会計基準変更時差異（2,710 百万円）については、15 年による按分額を費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号平成 20 年７月 31 日）を適

用しております。 

 なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当事業年度の財務諸表に与える影響はあり

ません。 

(4）睡眠預金払戻損失引当金 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に

応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(5）偶発損失引当金 

 信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金見

積額を計上しております。 

８．リース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業年度に属するも

のについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

９．ヘッジ会計の方法 

(1）金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会

計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについ

て、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのう

え特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動

要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2）為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に

関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査委員会報告第

25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の

為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨

建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価

しております。 

 また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券

の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘ

ッジとして時価ヘッジを適用しております。 

10．消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜処理によっております。ただし、有形固定資産に係

る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

会計方針の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

当事業年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、有価証券は 259 百万円増加、その他有価証券評価差額金は 259 百万円増加し、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ 19 百万円増加しております。 

 

表示方法の変更 

（貸借対照表関係） 

 従来、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金

支払見積額を「貸倒引当金」として計上しておりましたが、株式会社北都銀行との経営統合により表示方法の平仄を合わせるた

め、当事業年度より「偶発損失引当金」として区分掲記しております。 

 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資）総額（親会社を除く）   34 百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 4,485 百万円、延滞債権額は 9,395 百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸

出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 25 百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,196 百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該

当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 17,102 百万円であります。 

 なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、2,767 百

万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券     43,102 百万円 

担保資産に対応する債務 

コールマネー    4,900 百万円 

借用金      36,700 百万円 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 45,119 百万円を差入れておりま

す。 

 また、その他の資産のうち保証金は 425 百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ

れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資

未実行残高は、121,085 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なも

の）が 119,314 百万円であります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来

のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付

けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成 11 年９月 30 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）

第２条第３号に定める土地課税台帳に登録されている価格に基づいて、（奥

行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正等）合理的な調整を行っ

て算出する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっ

て算出する方法を併用しております。 

同法律第 10 条に定める再評価を行なった事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計との差額   1,337 百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額   7,508 百万円 

11．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 5,800 百万円が含まれており

ます。 

 



12．社債は、全額劣後特約付社債であります。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は

2,336 百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額   291 円 81 銭 

15．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額   22 百万円 

16．貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、ソフトウェア等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。 

(1）取得原価相当額 

有形固定資産    1,346 百万円 

無形固定資産     227 百万円 

合    計    1,573 百万円 

(2）減価償却累計額相当額 

有形固定資産     775 百万円 

無形固定資産     148 百万円 

合    計     923 百万円 

(3）期末残高相当額 

有形固定資産     570 百万円 

無形固定資産      78 百万円 

合    計     649 百万円 

(4）未経過リース料期末残高相当額 

１年内        260 百万円 

１年超        429 百万円 

合 計         689 百万円 

(5）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料     371 百万円 

減価償却費相当額   333 百万円 

支払利息相当額     32 百万円 

(6）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(7）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によってお

ります。 

17．親会社株式の金額   9,971 百万円 

18．関係会社に対する金銭債権総額   1,825 百万円 

19．関係会社に対する金銭債務総額    128 百万円 

20．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）      8.93％ 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額          36 百万円 

役務取引等に係る収益総額           13 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額    3 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額           0 百万円 

役務取引等に係る費用総額           341 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額   358 百万円 

２．当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている営業店グ

ループは当該グループ単位）で、遊休資産については各資産単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務センタ

ー、社宅・寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

  このうち、以下の資産及び資産グループについて、地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計 52 百万円を「減損損失」として特別損失に計上しております。 

 

 

 

 



区分 地域 主な用途 種類 減損損失 

遊休資産 山形県内 遊休資産２カ所 土地 27 百万円 

遊休資産 山形県外 遊休資産２カ所 土地 24 百万円 

合計    52 百万円 

  なお、当該資産グループの回収可能性については、正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、路線価に基づ

いて奥行補正等の合理的な調整を行って算出した価額、及び鑑定評価額に基づいた価額等から処分費用見込額を控除して算定

しております。 

３．１株当たり当期純利益金額   8 円 06 銭 

 

（有価証券関係） 

 貸借対照表の「国債」、「地方債」、「短期社債」、｢社債」、「株式」、「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「預け金」中

の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパー及び信託受益権が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
当事業年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 △1 

２．満期保有目的の債券（平成 22 年３月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 

社債 385 713 328 

小計 385 713 328 

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 
小計 ― ― ― 

合計 385 713 328 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成 22 年３月 31 日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 ― ― ― 

関連法人等株式 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 34 

関連法人等株式 ― 

合計 34 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社・子法人

等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．その他有価証券（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
種類 

貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式 5,721 4,434 1,286 

債券 102,177 100,288 1,888 

国債 55,556 54,419 1,137 

地方債 27,910 27,520 390 

社債 18,710 18,349 361 

その他 6,354 5,005 1,349 

小計 114,253 109,728 4,525 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 3,598 4,311 △712 

債券 38,363 38,557 △194 

国債 18,736 18,910 △173 

地方債 17,859 17,872 △13 

社債 1,768 1,774 △6 

その他 33,559 39,397 △5,838 

小計 75,521 82,266 △6,744 

合計 189,775 191,995 △2,219 

（追加情報） 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にある

と判断し、当事業年度末においては、合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市

場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は 900 百万円増加、「その他有価証券評価差額金」は 900 百

万円増加しております。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づ

く割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 10,590 

その他 2,419 

合計 13,010 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証

券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 該当ありません。 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 6,352 582 168 

債券 62,917 361 57 

国債 53,302 242 57 

地方債 9,585 118 ― 

社債 30 0 ― 

その他 1,677 275 18 

合計 70,947 1,220 244 

７．保有目的を変更した有価証券 

 該当ありません。 

 

 

 

 

 

 



８．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当

事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は、15 百万円（うち、株式 15 百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、株式については個々の銘柄の当事業年度末日前 1カ月の市場価

格の平均に基づいて算定された額並びにそれ以外については当事業年度末日における時価が、取得原価に比較して 50％以上

下落した場合はすべて実施し、30％以上 50％未満の下落率の場合は、発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移

等を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断されるものについて実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

運用目的の金銭の信託 1,000 ― 

２．満期保有目的の金銭の信託（平成 22 年３月 31 日現在） 

 該当ありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 22 年３月 31 日現在） 

 該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産  

貸倒引当金          2,097 百万円 

退職給付引当金         436 

有価証券償却         1,136 

その他有価証券評価差額金   1,259 

税務上の繰越欠損金      3,376 

その他             478 

繰延税金資産小計         8,785 

評価性引当額         △ 1,495 

繰延税金資産合計        7,290 

繰延税金資産の純額       7,290 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 

  親会社であるフィデアホールディングス株式会社との取引はありますが、各取引項目につきまして重要性がないため記載を

省略しております。 

２．子会社及び関連会社等 

                                             （単位：百万円） 

属 性 会社等の名称 
議決権等の所有

（被所有）割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 取引金額 科  目 期末残高 

子会社 荘銀カード㈱ 

所有 

直接  7.65％ 

間接 43.54％ 

役員の兼任 

貸出金の被保証 

住宅ローン等の

被保証債権 

保証料の支払 

代位弁済の受入 

 

40,315 

267 

1,248 

貸出金 278,024 

（注）上記以外につきましても、会社法第２条第３号に定める子会社との取引はありますが、各取引項目につきまして重要性が

ないため記載を省略しております。なお、子会社との金銭債権総額及び金銭債務総額につきましては注記事項（貸借対照表

関係）の 18．及び 19．を、収益及び費用につきましては注記事項（損益計算書関係）の１．を参照願います。 

３．兄弟会社等 

  フィデアホールディングス株式会社を親会社とする株式会社北都銀行との取引はありますが、各取引項目につきまして重要

性がないため記載を省略しております。 

４．役員及び個人主要株主等 

 取締役及びその近親者並びに親会社の役員の近親者並びに重要な子会社の役員の近親者に対する取引はありますが、取引の

性質から見て取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引であるため、開示を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連結貸借対照表（平成 22 年３月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 23,377 預 金 864,105 

コ ールローン及び買入手形 22,000 譲 渡 性 預 金 22,190 

買 入 金 銭 債 権 3,517 コ ールマネー及び売渡手形 5,402 

商 品 有 価 証 券 72 借 用 金 42,516 

金 銭 の 信 託 1,000 外 国 為 替 0 

有 価 証 券 203,822 社 債 9,500 

貸 出 金 722,335 そ の 他 負 債 11,978 

外 国 為 替 1,035 退 職 給 付 引 当 金 1,127 

そ の 他 資 産 3,811 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 67 

有 形 固 定 資 産 13,008 偶 発 損 失 引 当 金 19 

建 物 5,437 そ の 他 の 引 当 金 41 

土 地 6,594 繰 延 税 金 負 債 11 

リ ー ス 資 産 330 再 評価に係る繰延税金負債 764 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 645 支 払 承 諾 6,299 

無 形 固 定 資 産 924 負債の部合計 964,025 

ソ フ ト ウ ェ ア 852 （純資産の部）  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 72 資 本 金 7,000 

繰 延 税 金 資 産 7,680 資 本 剰 余 金 18,808 

支 払 承 諾 見 返 6,299 利 益 剰 余 金 11,126 

貸 倒 引 当 金 △ 8,787 株主資本合計 36,935 

  そ の他有価証券評価差額金 △ 2,580 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 18 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,027 

  評価・換算差額等合計 △ 1,571 

  少 数 株 主 持 分 709 

  純資産の部合計 36,073 

資産の部合計 1,000,098 負債及び純資産の部合計 1,000,098 

 



連結損益計算書 
平成 21 年４月 １日から 

平成 22 年３月 31 日まで 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

経 常 収 益  23,429 

資 金 運 用 収 益 17,123  

貸 出 金 利 息 15,441  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,645  

コールローン利息及び買入手形利息 14  

預 け 金 利 息 0  

そ の 他 の 受 入 利 息 21  

役 務 取 引 等 収 益 4,390  

そ の 他 業 務 収 益 958  

そ の 他 経 常 収 益 956  

経 常 費 用  21,541 

資 金 調 達 費 用 2,543  

預 金 利 息 2,095  

譲 渡 性 預 金 利 息 128  

コールマネー利息及び売渡手形利息 3  

借 用 金 利 息 147  

社 債 利 息 145  

そ の 他 の 支 払 利 息 22  

役 務 取 引 等 費 用 1,817  

そ の 他 業 務 費 用 189  

営 業 経 費 14,299  

そ の 他 経 常 費 用 2,691  

貸 出 金 償 却 64  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,344  

そ の 他 の 経 常 費 用 1,282  

経 常 利 益  1,888 

特 別 利 益  14 

固 定 資 産 処 分 益 0  

償 却 債 権 取 立 益 8  

そ の 他 の 特 別 利 益 4  

特 別 損 失  146 

固 定 資 産 処 分 損 93  

減 損 損 失 52  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,755 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 88  

法 人 税 等 調 整 額 664  

法 人 税 等 合 計  753 

少 数 株 主 利 益  24 

当 期 純 利 益  978 

 



連結財務諸表の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等           ５社 

荘銀事務サービス株式会社 

荘銀カード株式会社 

株式会社荘銀ベンチャーキャピタル 

株式会社荘銀総合研究所 

株式会社ＩＳＢコンサルティング 

  

(2) 非連結の子会社及び子法人等            ─社 

 

 ２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等      ─社 

 

(2) 持分法適用の関連法人等              ─社 

 

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等     ─社 

 

(4) 持分法非適用の関連法人等             ─社 

 

 ３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

     連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日          ５社 

 

 ４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

     連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

 ５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

    のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。ただし、のれん及び負ののれんの金額

に重要性が乏しい場合には、発生年度に全額償却しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連結注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、関連法人等株式について 

は移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし株式については連結会計年度末日前１カ月の市場価格の平均に基

づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま

す。 

    なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ﾛ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価

法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

      当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については

定額法）を採用しております。 

   また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

   建 物   ７年～50 年 

   その他   ５年～20 年 

      連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却

しております。 

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

      無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される

子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額

法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

    「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行

等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、

過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当す

る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認め

る額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で資産

査定部署より独立した資産監査部署で監査を行い、その査定結果により上記の引当を行っております。 

    連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

６．投資損失引当金の計上基準 

  投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額

を計上しております。 

 

 

 

 



７．退職給付引当金の計上基準 

  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。   

   過去勤務債務 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理 

   数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15 年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

 なお、会計基準変更時差異（2,710 百万円）については、15 年による按分額を費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号平成 20 年７月 31

日）を適用しております。 

なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当連結会計年度の連結財務諸表に与える

影響はありません。 

８．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に

応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９．偶発損失引当金の計上基準 

  信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支

払見積額を計上しております。 

10．その他の引当金の計上基準 

  その他の引当金のうち、連結される子会社及び子法人等が行っているクレジット業務に係る交換可能ポイントについて、

過去１年間のポイント回収率に基づいて算出した額を計上しております。また、連結される子会社及び子法人等が利息制限

法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を合理的に見積もった額及び一定期間経過

後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備えるため合理的に見積った額をそれ

ぞれ計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

  当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

  連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。 

12．リース取引の処理方法 

  当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

 (ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

   当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第

24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘ

ッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグル

ーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ

手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。 

  (ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

   当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査

委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金

銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッ

ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 

   また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証

券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包

括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

   連結される子会社及び子法人等は、デリバティブ取引を行っておりません。 

14．消費税等の会計処理 

   当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 

 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

  当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等

の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20年３月30日）を適用しております。 

  これにより、従来の方法に比べ、有価証券は259百万円増加、その他有価証券評価差額金は259百万円増加し、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞれ19百万円増加しております。 

 

表示方法の変更 

（連結貸借対照表関係） 

従来、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負

担金支払見積額を「貸倒引当金」として計上しておりましたが、株式会社北都銀行との経営統合により表示方法の平仄をあ

わせるため、当連結会計年度より「偶発損失引当金」として区分掲記しております。また、連結される子会社及び子法人等

が行っている債務保証について、主たる債務者の財政状態等を勘案して必要と認める額を「債務保証損失引当金」として計

上しておりましたが、株式会社北都銀行との経営統合により表示方法の平仄をあわせるため、当連結会計年度より「貸倒引

当金」に含めて記載しております。 

これらにより、従来の方法に比べ、「貸倒引当金」は478百万円減少し、「偶発損失引当金」は19百万円増加し、「債務保証

損失引当金」は497百万円減少しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は 5,246 百万円、延滞債権額は 10,291 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立

て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税等施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 25 百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,196 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 18,759 百万円であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形

及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 2,767

百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保に供している資産 

有価証券            43,102 百万円 

   担保資産に対応する債務 

コールマネー           4,900 百万円 

借用金           36,700 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 45,119 百万円を差入れており

ます。 

また、その他の資産のうち保証金は 427 百万円であります。 

 

 

 

 

 

 

 



７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係

る融資未実行残高は、153,390 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消

可能なもの）が 118,451 百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並び

に連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに

は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申

し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい

て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行なった年月日  平成 11 年９月 30 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119

号）第２条第３号に定める土地課税台帳に登録されている価格に基づい

て、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正等）合理的

な調整を行って算出する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士によ

る鑑定評価によって算出する方法を併用しております。 

同法律第 10 条に定める再評価を行なった事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評

価後の帳簿価額の合計額との差額   1,337 百万円 

９．有形固定資産の減価償却累計額   7,694 百万円 

10. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 5,800 百万円が含まれてお

ります。 

11．社債は、全額劣後特約付社債であります。 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額

は 2,336 百万円であります。 

13．１株当たりの純資産額   291 円 48 銭 

14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額   22 百万円 

15．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、ソフトウェア等の一部については、所有権移転外ファイナンス・

リース契約により使用しております。 

(1）取得原価相当額 

有形固定資産 1,370 百万円 

無形固定資産  249 百万円 

合 計    1,619 百万円 

(2）減価償却累計額相当額 

有形固定資産  791 百万円 

無形固定資産  168 百万円 

合 計      959 百万円 

(3）期末残高相当額 

有形固定資産  578 百万円 

無形固定資産   81 百万円 

合 計     660 百万円 

(4）未経過リース料期末残高相当額 

１年内     273 百万円 

１年超     442 百万円 

合 計      715 百万円 

(5）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料     383 百万円 

減価償却費相当額   341 百万円 

支払利息相当額     33 百万円 

(6）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

 



(7）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利

息法によっております。 

16．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務 △ 7,012 百万円 

年金資産（時価） 3,376  

未積立退職給付債務 △3,635  

会計基準変更時差異の未処理額 903  

未認識数理計算上の差異 1,858  

未認識過去勤務債務（債務の減額） △ 253  

連結貸借対照表計上額の純額 △ 1,127  

前払年金費用 ─  

退職給付引当金 △ 1,127  

17．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）   9.04％ 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、債権売却損 356 百万円、経営統合関連費用 281 百万円、株式等売却損 170 百万円及び株式関

連派生商品費用 113 百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額   ８円 06 銭 

３．当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている営業店

グループは当該グループ単位）で、遊休資産については各資産単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務セ

ンター、社宅・寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

また、連結される子会社及び子法人等は、各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。 

  このうち、以下の資産及び資産グループについて、地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計 52 百万円を「減損損失」として特別損失に計上しております。 

区分 地域 主な用途 種類 減損損失 

遊休資産 山形県内 遊休資産２カ所 土地 27 百万円 

遊休資産 山形県外 遊休資産２カ所 土地 24 百万円 

合計    52 百万円 

  なお、当該資産グループの回収可能性については、正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、路線価に基

づいて奥行補正等の合理的な調整を行って算出した価額、及び鑑定評価額に基づいた価額等から処分費用見込額を控除して

算定しております。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

  (1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、主として国内の法人や個人のお客さまへの貸出及び債券や株式、投資信託等の有価証券による運用等

の銀行業務を中心とした金融情報サービスを行っております。これらの事業を健全に行っていくため、経営体力の範囲内

でリスクを許容し、収益力の向上を目指しております。 

当行グループでは、主として金利変動等を伴う金融資産及び金融負債を保有していることから、金利変動等による不利

な影響が生じないように、資産及び負債の総合管理（ALM）を行うほか、必要に応じてデリバティブ取引を実施しており

ます。 

  (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産には、主として国内の法人及び個人のお客さまに対する貸出金があり、顧客の契約不

履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資

金であり、純投資目的及び政策投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リ

スク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

主な金融負債である預金及び譲渡性預金は、主として国内の法人及び個人のお客さまの預け入れによるものであります。

集中的な預金の解約等による流動性リスクに留意する必要がありますが、預金等の大部分は個人のお客さまによるもので

小口分散されているほか、大口預金の比率を一定以下にコントロールする等により当該リスクを抑制しております。 

デリバティブ取引には、ALM の一環で行っている金利スワップ取引、及びその他有価証券で保有する債券に対する先物

取引、オプション取引等があります。また、その他にデリバティブを組み込んだ複合金融商品取引があります。デリバテ

ィブ取引は投機的な取引を目的とするものではなく、主としてヘッジ目的で実施しております。 

   



  (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

当行グループでは、「リスク管理基本方針」及び各種リスク管理規程を定め、以下のリスク管理を実施する体制を整備

しております。       

    ①信用リスクの管理 

  当行グループは、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」等に従い、貸出金について、個別案件毎の与

信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、自己査定等の事後管理、保証や担保の設定、問題債権への対応、与信

集中リスク管理等与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか担当部門に

より行われ、また、定期的に経営会議等を開催し、審議･報告を行っております。さらに、与信管理の状況については

監査担当部門がチェックしております。 

    ②市場リスクの管理 

  市場取引については、フロントオフィス、ミドルオフィス及びバックオフィスをそれぞれ独立した部署とし、相互に

牽制する体制としております。 

  (ｲ)金利リスクの管理 

当行グループは、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。「市場リスク管理規程」等の規程に従い、

金利リスク量を計測するとともに、定期的にギャップ分析や感応度分析等によりモニタリングを実施し、定期的に経

営会議等に報告しております。また、現状分析を踏まえた今後の対応等の協議を行っております。 

  (ﾛ)為替リスクの管理 

当行グループは、「市場リスク管理規程」等に従い、為替の変動リスクに関して、総合持高、損失限度額を設定す

る、若しくはヘッジ取引を行う等により管理しております。 

   (ﾊ)価格変動リスクの管理 

当行グループは「市場リスク管理規程」等に従い、価格変動リスクを管理しております。有価証券のリスクはバリ

ュー･アット･リスク(VaR)、10BPV 等リスク指標に基づいて、予め設定した限度額に対する使用状況をリスク管理部

門が日次でモニタリングするとともに、経営会議等に報告しております。 

   (ﾆ)デリバティブ取引 

デリバティブ取引の取扱いにつきましては、取引の執行、ヘッジ取引の有効性検証、事務管理に係る部門を分離し、

取扱規程に基づいた運用・管理のもとに行っております。 

    ③流動性リスクの管理 

 当行グループは、「流動性リスク管理規程」等に従い、流動性リスク管理に係る限度額を設定し、実績を日次でモニ

タリングするとともに、経営会議等に報告しております。 

  (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には理論価格等の合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含まれておりません((注２)参照)。 

                                                                                    （単位：百万円） 

 連結貸借対 
時価 差額 

照表計上額 

(1)現金預け金 23,377 23,377 ― 

(2)コールローン及び買入手形 22,000 22,000 ― 

(3)買入金銭債権（*１） 3,514 3,514 ― 

(4)商品有価証券    

   売買目的有価証券 72 72 ― 

(5)金銭の信託 1,000 1,000 ― 

(6)有価証券   ― 

   満期保有目的の債券 385 713 328 

  その他有価証券 189,889 189,889 ― 

(7)貸出金 722,335   

     貸倒引当金（*１） △8,751   

 713,584 733,124 19,540 

(8)外国為替(*１) 1,035 1,035 ― 

資産計 954,859 974,728 19,868 

(1)預金 864,105 865,152 1,046 

(2)譲渡性預金 22,190 22,190 ― 

(3)コールマネー及び売渡手形 5,402 5,402 ― 

(4)借用金 42,516 42,273 △243 

(5)外国為替 0 0 ― 

(6)社債 9,500 9,471 △28 

負債計 943,715 944,490 775 

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていないもの(*２) ― ― ― 

ヘッジ会計が適用されているもの △30 △30 ― 

デリバティブ取引計 △30 △30 ― 

  （*１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国 

      為替に対する貸倒引当金については重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しておりま 

      す。 

  （*２）為替予約については、重要性が乏しいため、上記記載から除いております。 

 

 （注１）金融商品の時価の算定方法 

    資  産 

     (1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金については、ほとんどが残存期間１年以内の短期間のものであり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから当該帳簿価額を時価としております。 

    (2) コールローン及び買入手形 

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価

としております。 

     (3) 買入金銭債権 

買入金銭債権は、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

を時価としております。 

     (4) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示

された価格によっております。 

     (5) 金銭の信託 

  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 



     (6) 有価証券 

  株式は取引所の価格（期末月の月中平均）、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によって

おります。投資信託は、公表されている基準価格等によっております。 

  私募債は、内部格付、期間に基づく区分毎に、信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時

価を算定しております。 

  変動利付国債については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあ

ると判断し、当連結会計年度末においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としておりま

す。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」は 900 百万円増加、「そ

の他有価証券評価差額金」は 900 百万円増加しております。 

  変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回

りに基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変

数であります。 

     (7) 貸出金 

  貸出金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため帳

簿価額を時価としております。 

  固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、信用格付毎の信用リスクスプレッ

ド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものも、固定金利によるものと同様

に、内部格付、期間に基づく区分毎に、信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定

しております。なお、信用リスクスプレッドは信用格付毎の累積デフォルト率、債務者区分別ロス率を基に残存期

間帯別に計算しております。 

  貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの

現在価値又は担保及び保証により回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日にお

ける連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており当該価額を時価としております。 

     (8) 外国為替 

  外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、外国為替関連の短期貸付金（外国他店貸）、輸出手

形・旅行小切手等（買入外国為替）、輸入手形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期のない

預け金、又は残存期間が短期間（１年以内）であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額を時価としております。 

     

    負 債 

     (1) 預金、及び(2) 譲渡性預金 

  要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。その割引率は、新規に預金を受け入れる際の店頭表示基準利率を用いております。なお、残存期間が短期間

（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

     (3) コールマネー及び売渡手形 

  これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価

としております。 

     (4) 借用金 

  借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、資金調達後、当行及び連結子法人等

の信用状態は大きく変化していないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額を時

価としております。 

  固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額（金利スワップの特例処理の対象

とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額）を同様の借入において想定される

利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

     (5) 外国為替 

  外国為替のうち、他の銀行から受け入れた外貨預り金及び非居住者円預り金は満期のない預り金（外国他店預

り）であり、また、外国為替関連の短期借入金（外国他店借）は残存期間が短期間（１年以内)であります。これら

の時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。 

     (6) 社債 

  当行の発行する社債の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引

率は、取引利率を用いております。 

     



    デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通

貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）であり、取引所の価格、割引現

在価値等により算出した価格によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (6)その

他有価証券」には含まれておりません。 

                                   （単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

 ①非上場株式（*１）（*２） 11,128 

②組合出資金（*３） 2,419 

合計 13,547 

     （*１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対

象とはしておりません。 

     （*２）当連結会計年度において、非上場株式について 79 百万円減損処理を行っております。 

     （*３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式等時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されてい

るものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

                                                                                      (単位：百万円) 

 
１年以内 

１年超 ３年超 ５年超 ７年超 
10 年超 

 ３年以内 ５年以内 ７年以内 10 年以内 

預け金(*１) 4,971 ― ― ― ― ― 

コールローン 

及び買入手形 
22,000 ― ― ― ― ― 

有価証券       

 満期保有目的の債券 ― ― ― 385 ― ― 

 その他有価証券の  

 うち満期があるもの 
8,881 16,092 38,433 7,567 53,186 41,399 

貸出金(*２) 159,339 119,549 90,980 61,238 45,895 231,452 

合計 195,192 135,641 129,413 69,190 99,082 272,852 

     （*１）預け金のうち、満期のない預け金は「１年以内」に含めて記載しております。 

     （*２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない           

13,880 百万円は含めておりません。 

 

（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

                                                                                      (単位：百万円) 

  
１年以内 

１年超 ３年超 ５年超 ７年超 
10 年超 

 ３年以内 ５年以内 ７年以内 10 年以内 

預金(*) 745,409 60,996 20,480 ― ― ― 

譲渡性預金 21,190 ― 1,000 ― ― ― 

コールマネー及び 

売渡手形 
5,402 ― ― ― ― ― 

借用金 36,700 4 4 4 5,800 ― 

社債 ― ― ― 9,500 ― ― 

合計 808,705 61,000 21,484 9,504 5,800 ― 

   （*）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 



（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中

のコマーシャル・ペーパー及び信託受益権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
 当連結会計年度の損益に含まれた評価 

 差額（百万円） 

売買目的有価証券 △1   

２．満期保有目的の債券（平成 22 年３月 31 日現在） 

  種類 
連結貸借対照表計 

 上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

社債 385 713 328 

小計 385 713 328 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 
小計 ― ― ― 

合計 385 713 328 

３．その他有価証券（平成 22 年３月 31 日現在） 

  種類 
 連結貸借対照表計 

 上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 5,835 4,519 1,316 

債券 102,177 100,288 1,888 

国債 55,556 54,419 1,137 

地方債 27,910 27,520 390 

社債 18,710 18,349 361 

その他 6,354 5,005 1,349 

小計 114,368 109,813 4,554 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 3,598 4,311 △712 

債券 38,363 38,557 △194 

国債 18,736 18,910 △173 

地方債 17,859 17,872 △13 

社債 1,768 1,774 △6 

その他 33,559 39,397 △5,838 

小計 75,521 82,266 △6,744 

合計 189,889 192,080 △2,190 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

    該当ありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 6,382 590 170 

債券 62,917 361 57 

国債 53,302 242 57 

地方債 9,585 118 ― 

社債 30 0 ― 

その他 1,678 275 18 

合計 70,978 1,227 246 

 ６．保有目的を変更した有価証券 

     該当ありません。 

 

 

 

 

 



７．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価

差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、15 百万円（うち、株式 15 百万円）であります。 

また、「時価が著しく下落した」と判断する基準は、株式については個々の銘柄の当連結会計年度末前１カ月の市場価格

の平均に基づいて算定された額並びにそれ以外については当連結会計年度末日における時価が、取得原価に比較して 50％

以上下落した場合は全て実施し、30％以上 50％未満の下落率の場合は、発行会社の業況や過去の一定期間における時価の

推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断されるものについて実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額 

（百万円） 

運用目的の金銭の信託 1,000 ― 

２．満期保有目的の金銭の信託（平成 22 年３月 31 日現在） 

 該当ありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 22 年３月 31 日現在） 

 該当ありません。 

 

 


